
長崎大学作業療法学同門会会則 

第１章  総 則 

第１条  本会は長崎大学作業療法学同門会と称する。 

第２条  本会は所在地を長崎大学医学部保健学科作業療法学専攻に置く。 

本会は支部を必要な地に置くことができる。支部に関する規定は理事会で別に

決める。 

第３条   本会は、会員相互の親睦および福祉の増進、並びに人格の向上を図ると共に、母                            

校と医療技術の発展に寄与することを目的とする。 

第４条   本会は前条の目的を達成するために次の事項を行う。 

１．会員の親睦交流に関する事項 

２．ホームページの開設および同門会誌の発行 

３．母校の発展および教育催事の協力援助 

４．その他本会の目的を達成するために必要と認めた事業 

 

 

第２章  会 員 

第５条  本会は次の会員をもって構成する。 

１．正会員   長崎大学医療技術短期大学部作業療法学科及び長崎大学医学部保   

健学科作業療法学専攻の卒業生，長崎大学大学院医歯薬学総合研究

科保健学専攻理学作業療法学講座作業療法学分野修了生 

２．特別会員  長崎大学医療技術短期大学部及び長崎大学医学部保健学科作業療        

法学専攻の旧及び現在の教職員で本会の趣旨に賛同する者 

３．準会員   長崎大学医療技術短期大学部作業療法学科及び長崎大学医学部保   

健学科作業療法学専攻の在学生及び理事会の承認を得た者 

 

第３章 組 織 

理事会 

第６条 

１．本会は理事会を設け下記のメンバーにより構成される。 

１)  会長         １名 

２)  副会長        １名 

３)  各期の代表      １名 

４)  事務局長       １名 

５)  財務部長       １名 

６)  学術部長       １名 

７)  広報部長       １名 



８)  会計監査       １名 

２．理事会の任期は２年とし、再任は妨げない． 

３．会長，副会長は理事会により選任され，総会の承認を得る．任期は原則として定めな

い． 

４．会長は，本会を代表し，会務を総理する． 

５．副会長は，会長を補佐しその職務を代行する． 

６．事務局は，会の行事及び会員名簿を記録整理保管する． 

７．財務部は，会計業務の処理を遂行する． 

８．広報部は，広報誌・記念誌の発行，ホームページを管理する．                                 

９．学術部は，作業療法研究会を開催する． 

１０．会計監査は，会計業務の監査を行う． 

１１．各期の代表は，各期の会員の動向把握と連絡調整を行う． 

総会 

第７条 総会は年１回以上，会長の招集により適時に行う． 

第８条 総会及び理事会の議決は出席者の３分の２以上の賛同を必要とする． 

 

 

 

第４章    会  計 

第１０条  本会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，３月末日に終わる． 

第１１条  本会の経費は会費，寄付金その他の収入をもってこれに充てる． 

第１２条  本会の会費は，正会員，特別会員は 10,000円とし，一括に納入するものとす

る．また一旦納めた会費は返還しない．準会員は無料とする． 

 

 

 

付  則 

この会則は平成 24年 10月 20日より施行する． 

 


